
参加者の有無を確認する公募手続きに係る 

参加意思確認書の提出を求める公示 

 

次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。 

令和６年２月 26 日 

独立行政法人都市再生機構 

   総務部長 長濱 寿夫 

 

１ 当該招請の主旨 

本業務は、国の測量作業規程等の改定内容を踏まえて、当機構の測量作業規程等及び測量積算

要領等の改定案を検討し作成する業務である。 

業務の実施にあたっては、当機構及び国の測量作業規定等の改定内容に精通し、必要な技術を保有

していることが必要である。 

このため、従前から当機構の測量作業規定改定等検討業務を行った特定の法人を契約の相手先とす

る契約手続を行う予定としているが、当該法人以外の者で下記の応募要件を満たし本業務の実施を希

望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。 

応募の結果、４の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、特定した法人との契

約手続に移行する。 

なお、４の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、当該手続を終了して一般競争

入札に移行するものとする。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名  令和５年度測量作業規程改定等検討業務 

(2) 業務内容  

①「測量作業規程等」の改定案作成 

②「測量積算要領」の改定案作成 

③「測量作業規程等」及び「測量積算要領」の原稿作成 

④ 測量積算プログラムの改修 

⑤「製品仕様書」の改定案作成 

(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和６年 12月 20 日まで 

 

３ 業務目的 

  本業務は、国の測量作業規程等の改訂内容を踏まえて、当機構の測量作業規程等及び測量積算

要領等の改定案を検討し作成する業務である。 
 

４ 応募要件 

（１）基本的要件 

① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16年独立行政法人都市再生機構 



達第 95 号）第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。 

② 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でな

いこと。 

③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。 

（定義については、当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入

札関連様式及び標準契約書等」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「別紙 暴力団

又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照） 

④ 当機構東日本地区における令和５・６年度測量、土質調査、建設コンサルタント等業務に係る

一般競争（指名競争）参加資格を有している者で、「調査」の業種区分の認定を受けていること。 

（２）業務実績に関する要件 

以下に示す業務について、平成 25 年度以降に受注し完了した、以下の業務の実績（再委託による

業務の実績を含む）を１件以上有すること。 

・同種業務：「測量作業規程」もしくは「測量積算要領」に関する検討業務、または「測量に関する

マニュアル等作成業務」 

・類似業務：公共測量に関する業務 

（３）業務執行体制に関する要件 

以下のイ及びロに掲げる条件を満たし、平成25年度以降に完了した上記(2)に示す業務について、

１件以上従事した経験を有する管理技術者を当該業務に配置できること。 

イ 測量士の資格を有し、測量業務に関する実務経験が５年以上ある者。 

ロ 予定管理技術者の雇用関係 

予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において恒常的な雇用関係があるものであ

ること。なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、「虚偽の記載」として取り扱う。 

（４）総合評価に関する事項 

   説明書による。 

 

５ 手続等 

(1) 担当支社等  

〒231－8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目 50番地１  

独立行政法人都市再生機構本社 技術・コスト管理部 基盤設計課 

電話 045－650－0816 

(2) 説明書の交付期間、場所及び方法 

令和６年２月 26 日（月）から令和６年３月 11 日（月）まで  

 当機構ホームページからダウンロードとする。 

(3) 参加意思確認書の提出期限、場所及び方法 

 令和６年３月 11日 17 時 00 分まで  

(1)記載の担当支社等に持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期限まで必着。）すること。持参の

場合はあらかじめ日時を連絡すること。 

 



６ その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 関連情報を入手するための照会窓口 

５(1)に同じ。 

(3) 当機構東日本地区における令和５・６年度測量、土質調査、建設コンサルタント等業務に係る一

般競争（指名競争）参加資格「調査」の業種区分の認定を受けていない場合も、参加意思確認書

を提出することができるが、開札の時までに当該資格の認定を受けていなければならない。 

(4) 詳細は説明書による。 

 

 

以上 


